
第２編 大学  (愛知淑徳大学交流文化学部規程) 

 

○愛知淑徳大学交流文化学部規程  

（ 趣旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程は 、愛 知 淑 徳大 学 交 流 文 化学 部（ 以 下「 学 部 」と い う 。）が 愛知 淑 徳

大 学学 則（以 下「 学則 」と い う 。）第 ２ 条に 則 り、次 の各 号 に 掲 げ る目 的 を 達 す るた

め 、教 育 課 程 、授 業 、 研究 指 導 等 及 び運 営 につ い て は 、 学則 に 定め る も の の ほか 必

要 な事 項 を 定 め る。  

（ １ ） 交 流 文 化 学科 は 、 さ ま ざ ま な 文化 的 背 景 を 持 つ 人 々と の 交 流 を 通 し て 、広 い

視 野 か ら 社 会 を 眺 め 、 多 様 な 考 え 方 、 生 き 方 、 文 化 を 受 け 入 れ る こ と が でき

る 積 極 的 な 姿 勢 、 そ し て 新 し い 社 会 ・ 文 化 を 生 成 す る 力 を 育 成 す る た め の教

育 研 究 を 行 う 。 学 部 の 理 念 に 基 づ き 構 成 さ れ る 、「 ラ ン ゲ ー ジ 」「 国 際 交 流・

観 光」 の ２ 専 攻 の理 念 及び 教 育 目 的 は、 次 のと お り で あ る。  

（ ２ ） ラ ン ゲ ー ジ専 攻 は 、 言 語 ・ 文 化を 深 く 理 解 す る と とも に 、 実 践 的 な 言 語活 用

能 力 を 兼 ね 備 え た 人 材 の 育 成 を 目 的 と し 、 英 語 、 中 国 語 、 韓 国 ・ 朝 鮮 語 の語

学 ス キ ル 、 日 本 語 を 母 語 と し な い 人 へ の 日 本 語 教 授 法 を 身 に つ け る た め の教

育 研究 を 行 う 。  

（ ３ ） 国 際 交 流 ・観 光 専 攻 は 、 広 い 視野 と 柔 軟 な 思 考 力 とと も に 、 地 域 社 会 ・地 域

観 光 、 国 際 社 会 ・ 国 際 観 光 の 発 展 に 貢 献 で き る 実 践 力 を 兼 ね 備 え た 人 材 の育

成 を 目 的 と し 、 国 際 交 流 や 異 文 化 へ の 理 解 と ス キ ル 、 観 光 に 関 す る 幅 広 い知

識 や ホ ス ピ タ リ テ ィ の 理 解 及 び そ の ス キ ル を 身 に つ け る た め の 教 育 研 究 を行

う 。  

２  こ の 規 程 に 定め る もの の ほ か 、 学部 の 教育 に 関 し 必 要な 事 項は 、 学 部 教 授会 （ 以

下 「教 授 会 」 と いう 。） の定 め る と こ ろに よ る。  

（ 教授 会 ）  

第 ２ 条  教 授 会 の組 織 及び 運 営 に 関 して は 、教 授 会 規 程 に定 め る。  

（ 教育 課 程 ）  

第 ３ 条  学 科 の 授業 科 目及 び そ の 単 位数 に つい て は 、 別 表第 １ のと お り と す る。  

（ 履修 条 件 ）  

第 ４ 条  学 科 の 授業 科 目の 履 修 に つ いて は、 別 表 第１ に 定 め る もの の ほ か、 学 科 の 定

め ると こ ろ に よ る。  
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（ 編入 学 及 び 再 入学 学 生の 既 修 得 単 位の 認 定）  

第 ５ 条  編 入 学 及 び 再 入 学 に よ る 学 生 の 本 学 入 学 前 に 修 得 し た 単 位 の 認 定 に つ い て

は 、編 入 学 規 程 及び 再 入学 規 程 の 定 める と ころ に よ る 。  

（ 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 及 び 入 学 前 の 既 修 得 単 位 の 認 定 ） 

第 ６ 条  学 生 が 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た

単 位並 び に 本 学 に入 学 する 前 に 大 学 又は 短 期大 学 に お い て修 得 した 単 位 は 、 合わ せ

て ６０ 単 位 を 超 えな い 範囲 で 卒 業 の 要件 と なる 単 位 と し て認 定 する こ と が で きる 。  

２  前 項 に よ る 単位 の 認定 方 法 に つ いて は 、教 授 会 の 定 める と ころ に よ る 。  

（ 外国 の 大 学 又 は短 期 大学 に お け る 修得 単 位の 認 定 ）  

第 ７ 条  学 生 が 外 国 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に 留 学 す る こ と に よ っ て 修 得 し た 単 位 の 認

定 につ い て は 、 留学 生 派遣 規 程 の 定 める と ころ に よ る 。  

（ 授業 科 目 の 履 修登 録 ）  

第 ８ 条  学 生 は、 毎 学 期の 始 め に お いて 、そ の 学 期に 履 修 し よ うと す る 授 業 科目 を 登

録 する も の と す る。  

２  前 項 に よ り 登録 す るこ と が で き る授 業 科目 の 単 位 数 の合 計 は、 別 表 第 ２ に定 め る

単 位数 を 超 え な いも の とす る 。 た だ し、 教 授会 が 成 績 優 秀と 認 めた 者 に つ い ては 、

学 期毎 に 別 表 第 ２に 定 める 単 位 数 に ４を 加 えた 単 位 数 ま で登 録 する こ と が で きる も

の とす る 。  

３  そ の 他 授 業 科目 の 履修 に 関 し 必 要な 事 項は 、 履 修 及 び試 験 規程 の 定 め る とこ ろ に

よ る。  

（ 所属 専 攻 の 変 更）  

第 ９ 条  所 属 専 攻の 変 更を 志 願 す る 者に つ いて は 、変 更 の 可 否 につ い て 志 望 する 専 攻

及 び教 授 会 に お いて 審 議し 、 学 部 長 は教 授 会の 審 議 の 結 果を 学 長に 上 申 す る 。  

２  そ の 他 所 属 専攻 の 変更 に 関 し 必 要な 事 項は 、 教 授 会 の定 め ると こ ろ に よ る。  

（ 所属 学 部 の 変 更）  

第 １ ０ 条  所 属 学 部 の 変更 を 志 願 す る者 に つい て は 、所 属 す る 学部 長 を 通 じ て 、志 願

す る学 部 長 に 願 い出 る もの と す る 。  

２  所 属 学 部 の 変更 に つい て は 、 志 願す る 学部 の 教 授 会 にお い て審 議 し 、 学 部長 は 教

授 会の 審 議 の 結 果を 学 長に 上 申 す る 。  

３  そ の 他 所 属 学部 の 変更 に 関 し 必 要な 事 項は 、 教 授 会 の定 め ると こ ろ に よ る。  
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（ 卒業 の 要 件 ）  

第 １ １ 条  学 部 を 卒 業 する た め に は 、大 学 に４ 年 以 上 在 学し 、必 修 科 目と 選 択 必 修 科

目 、お よ び 選 択 科目 と を合 わ せ て １ ２４ 単 位以 上 を 修 得 しな け れば な ら な い 。  

２  開 設 科 目 は 、全 学 共通 履 修 科 目 と専 門 教育 科 目 と に 分け 、 全学 共 通 履 修 科目 は 教

養 教育 科 目 、 ス ポー ツ 科目 、 ア ク テ ィブ ラ ーニ ン グ 科 目 、ス キ ル科 目 及 び 資 格教 育

科 目か ら な る も のと す る。  

３  第 1 項 に お い て 定 める 修 得 単 位 には 、 教養 教 育 科 目 ・ス ポ ーツ 科 目 ・ ア クテ ィ ブ

ラ ーニ ン グ 科 目 ８単 位 以上 、日 本 語 表 現科 目 ２単 位 以 上 、言 語活 用 科目 ４ 単 位 以 上、

コ ンピ ュ ー タ 活 用科 目 ２単 位 以 上 、 専門 教 育科 目 ７ ６ 単 位以 上 を含 む も の と する 。  

４  他 学 部 又 は 他学 科 が開 放 す る 科 目、 愛 知学 長 懇 話 会 単位 互 換科 目 及 び 放 送大 学 単

位 互換 科 目 を 履 修す る こと に よ り 修 得し た 単位 は 、 卒 業 要件 と なる 単 位 と し て認 定

す るこ と が で き る。  

（ 副専 攻 プ ロ グ ラム ）  

第 １ ２ 条  学 部 の 学 科 が開 講 す る 科 目の う ち、別 表 第 ３に 掲 げ るも の を 副 専 攻プ ロ グ

ラ ム科 目 と 称 す る。  

２  他 の 学 部 又 は他 の 学科 に 在 籍 す る学 生 が、 前 項 に 定 める 副 専攻 プ ロ グ ラ ム科 目 を

履 修し て ４ ０ 単 位を 修 得し 、 さ ら に 該当 す る学 科 の 定 め る条 件 を満 た し た 場 合は 、

副 専攻 プ ロ グ ラ ムを 修 了し た こ と を 認定 す るも の と す る 。  

（ 改廃 ）  

第 １ ３ 条  こ の 規 程 の 改廃 は 、教 授 会 の 議 を 経た 学 部 長 の 上申 に より 、学 長 が 行 な う 。 

 

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ２ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ３ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ４ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ５ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ６ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  
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附  則  

（ 施行 期 間 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２７ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 規 程 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 に 入 学 す る 者 か ら 適 用

し 、平 成 ２ ６ 年 度ま で に入 学 し た 者 につ い ては 、 な お 従 前の 例 によ る 。  

附  則  

（ 施行 期 間 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２８ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 １ ０ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年 度 以 後 に

入 学 す る 者 か ら 適 用 し 、 平 成 ２ ７ 年 度 ま で に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例に よ る 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ９ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成３ ０ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

（ 施行 期 間 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ３１ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 １ 条 第 １ 項 及 び 第 ９ 条 の 規 程 は 、 平 成 ３ １ 年 度 以 後 に 入 学 す る 者

か ら適 用 し 、平成 ３ ０ 年 度ま で に 入 学 した 者 につ い て は 、な お 従 前 の例 に よ る 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和２ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和３ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和４ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和５ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  
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